
様式第 1号 (乙)(第 2条関係 )

収 支 報 告 書

令和5年4月 14日

堺市議会議長 裏山 正利 様

議員氏名 信貴 良太

(報告者が自署 しない場合は、記名押印をしてください。 )

堺市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条第 1項の規定により、令和 4年度

政務活動費について次のとお り報告 します。

又  入
(単位 円)

収 入 の 種 類 決 算 額 算 出 基 礎 等
1政務活動費

2そ の他

3,180,000

269,814
3,180,000円X   12ヶ 月@265000円

自己資金

収 入 合 計 3,449,814

支  出

調 査 研 究 費

研 修 費

要 請 ・ 陳 情 活 動 費

議 費
△

蒸

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広 報 ・ 広 聴 費

件 費人

使 途 項 目 決 算 額 左のうち政務活動費充当 備 考

23,232

48,400

23,232

48,400

855,824

1,475,575

632,793

1,475,575

1,046,783 1,00o,ooo

支 出 合 計 3,449,814 3,180,ooo

事 務 ・ 事 務 所 費
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様式第 14号 (第 7条関係 )

令和 4年度   事業実施報告書

会派の名称 。議員氏名 信貴 良太

主な事業・行事名 期    日 内 容 の 説 明

事務所・駐車場賃借

チラシの印刷及び

配布

チラシの印刷及び

配布

人件費

新聞購買料

R4,4～

R5,3

１

　

３

R4,7

Ｒ

　

Ｒ

５

　

５

R4

R5

R4

R5

4～

3

4～

3

主に政務の調査研究や陳情等を受ける事務所

と、それに伴 う駐車場 として賃借 した。

主に来客や電話等の対応、また政務に関する

資料の作成等の業務を行 う事務要員 として

雇用 した。

社会情勢等の情報を得るために購買した。

主に市政情報や議会活動を市民に報告する

ために、チラシを配布 した。

主に市政情報や議会活動を市民に報告する

ために、チラシを配布 した。
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・競員氏名  信貴 良太

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市離会政務活FンⅢ費の変付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項日を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
。陳情活動費、④会腕費、③資料作成費、⑥資料l購入費.⑦広報・広聴費,③人件費、

③事務・事務所費)

年月日
理

号

整

番
収入額 支出額 残傾 内容 項 目 その他

0

4-lR4,4.6 V18,959 ‐181950 コピー機使用料 ①

M.4,7 4-2 V38,000 ‐54:960 入件費

一

 命和4年3月 分〉 ①

R4,4.8 4-3 V83,600 ‐138,SS9 人伸費 1111111令 和4年 3月 分) ①

R4.4.8 Y795,000 6SS,441 政務活動費受け入れ

R4,4. 13 4-4 V6.372 esol o09 電気代 (令和4年3月 1日 ～3月 31日 ) ③

R4.4.25 4‐ 5 V4,224 84S,M5 ゴミ処分費 18月分) O

R4.4.25 1‐ 6 V6.194 639,3S, 電踏・FAX。 ネット使用料 (令和4年2月 分) ③

R4.27 4‐ 7 Yl,986 637.415 住宅地口利用代 (令和4年3月分) ③

R4.4.29 4‐8 V56.000 581.415 事務所 ε駐車場賃借科 (令和4年5月 分) ③

881,41S

581.415

月計 795,000 218,585

黒計 795,000 213,585 581,115

■ ■
■
■
■
■
■
■

■

■
■
■
■
■
■
■
■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  信貴 良太

務所賃借料など)

2 「項目J欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費.④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費.⑥人件費、

③事務・事務所費)

ユ

年月日
整 理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

581,41S

R4.5,6 5-1 Yl,232 580, 183 コピー機使用料 ③

R4.5.6 5-2 Yη ,400 575:783 産経新聞購眈料 (令和4年 4月 分) ③

R4.5. 10 5‐ 3 V691200 5061583 人件費

“

令和4年4月 分) ③

R4.5. :0 5-4 Y2,46? 504,116 水道代 (令和4年 2月 8日 ～4月 8日 ) ⑨

R4.5. II 5-5 Y3S,200 4G8,016 人件費        令和4年 1月 分) ③

R4.5。 12 5-6 Y4,224 464,S92 ゴミ処分費 (1月 分) ③

R4.5. 17 5-? YS,H2 4S軌 580 電気代 (令和4年4月 1日 ～5月 1日 ) ③

R4.5。 25 5-8 YG,480 458,100 電話 'FAX・ ネット使用料 (令和4年 3月 分) ③

R4.S.2? 5-9 Yl.936 451i164 住宅地図利用代 (4月 分〉 ③

S-10 V56.000R4.5。 31 395,164 事務所・駐車堀質借料 (令和4年 6月 分) ⑨

395.lS4

18h251月計 0

795,000 39併 886 396. 164累計

■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
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|,Ft式第 10号 (第 6条関係 )

会  ,干卜  槻  簿

会派の名称 ,議員氏名  儲贄 農太

の

務所賛借料など)

ゼ 1項 臓1縛にtよ 、塀 11了 議会政務活動機J,交 11に 関する条例別表 :こ 規定されている政務活動

資の使途取日を記戒する。 (次 の器好の記載でも可)(③調査和r究費t②研修費、0要請

・陳憎活動☆、④会議費、③資料作成投、③資料購入費、⑦広報・広聴貸 0ヽ人件機、

③事Fぐ好・事務所費)

年用に〕
璃脇

'E器号
収入籟 支出組 残細 内容 r'1日 その他

争9St 161

R′li,;I l)‐ I 11、 ィ100 3901764 鷹紙
'ittIえ

寺読料 (令和1年 3用 分) $

Rl ll S 6‐ 9 了$,ヽ イ̀
1

383,S00 コピー機使用41 ◇

R`1 6 9 6-3 士?S.600 358.200 本件資         令和1年 5月 分) ↓

H1610 6‐1 V1011与 00 281,19o 人件鸞       れ11年 3用 分) C

R4 ` |ト $・ お YS, l ill 245,3イ 1 億気代 (令 414ヤr32‐ 531) 0

R(1,1)11う 6‐ 6 Y4,ワ 24 241150 ゴミ処分費 (岳 用分) 0

M697 5… 7 VI.サ 3じ 23a214 位t地闊利用代 (令和4年 う用分〉 一ｅ

R(1.ll,27 S―ヽ Vじ ,131 232.7患 甜 電誘・FAX・ lエ ント使用十1(Rl年 用ヽ分
'

0

Rを li:10 l,‐
lじ ギ36000 17S,733 寸争務,f・ 荘軒Fよ務と授件料 (令 和lf子と?Ⅲ 1/ザ ,) 与

IT6,738

,7も 1733

'11,r

0 21S,(181

累
`!「

795,000 S18,267 17S,738
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1 ' ｀r til  ｀

(

(

様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・盤員氏名 信貴 良太

務所賃借料など)

2 「項日」欄には,堺市機会政務活助費の変付に関する条例別表に規定されている政務活動

質の使途項日を肥職する。 (次の番号の記織でも可)(①弱査研究費,②研修費、③要印l

・陳情活動費.④会備費、O資料作成費、O資料則t入費、⑦広報。広聴費.0人件費、

③事務e事務所費)

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

:?仇 R3

R4.7. I 7‐ 1 ViS8, 184 1l S49 チランメール便代 ⑦

R4.■ 1 7‐ 2 V12,144 缶40S コピー機リース代 ①

M17.6 7‐8 V6.142 213 コピー換使用料 ①

M.7.7 7‐4 HO,000 ‐3軌 737 人件費        命和1年 6月 分) ③

R4・ ?.8 7‐ 5 Vi18,400 ‐151187 人件費

―

令和4年 6月 分) ①

R4.7.8 ?95.000 13儀 888 政務活動質受け入れ

Ml■ ‖ 7‐ 6 Y2。 800 側■473 水遺代 (令和1年1月 9日 ～6月 9日 ) ①

R4.■ 1: 7‐? V?7,692 55儀

“

1 チランポスティング代 ⑦

M.■ 18 7‐8 ViO,099 S4転 鶴2 電気代 (令和1年6月 1日 ～6月 80日 ) ①

R4.■ 15 7・9 V4.400 M岳 露2 産経新聞代 (6用 分) ①

M125 7‐ 10 V8.303 S88,鶴 9 電話・FAX・ ネット使用料 (M.5,1～ 5。 31) ①

M.126 7‐ H Vl.224 S31,86S ゴミ処分費 (6月 分) ③

脳。127 7い ,2 Vl,986 S2駐 729 住宅地図利用代 (6月 分) O

M,129 7‐ ,3 Y58,000 47缶 729 事務所・ 駐車1弩賀曽料 (3月 分) ①

月計 ?98,000 硝&004

累計 1.89軌 000 1,11127: 47■ ?20
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様式第 10号 (第 6条関係 )

J

会 計 帳 簿

会派の名称 6盛員氏名 信貴 良六

務所賃借料など)

2 『項目J綱には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項日を記職する。 (次の番号の記破でも可)(①劇査研究費、②研修費。③要鏑
・陳情活mt費.④会議費,O資料作成費、O資料購入費、〇広報。広聴費.O八件費.

③事務・事務所費)

年月日
整理

掛号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

4子3,720

Rl.&9 3‐ 1 V122,300 350,920 入停費       令和4年 7月 分) O

m&12 卜 2 V10.0:6 34儀 913 電気代 《令和4年 7月 1日 ～7月 3,日 ) O

Rl・ &12 8‐3 V4.400 鶴i Si3 魔覆新田代 (?月 分) O

R4.a17 8・1 Y2S,000 31悦 913 人仲質        令和4年 7月分) O

皿 &23 8‐ S Y4.224 30住 880 ゴミ処分費 (7月 分) ①

R4.&25 8‐6 V3.48: 30転 203 は雷・F屈・ネット使用料 (R48,1～ &30) ①

M.儀 29 8‐7 VI,986 291272 陛宅地国利用代 (7月 分) ①

M.&29 8‐3 V2軌 031 20軌 241 コピー機使用料 O

R4&29 8‐9 VS儀 000 21■ 241 事務所・駐B“将貿仕樹 (9月 分》 O

月計 C 260,438

黒針 1159転 000 l,37儀 TS9 213.241
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・盤員氏名  倍貴 良太

務所賃借料など)

2 『項日』欄には、堺市擁会政務活動費の変付に関する条例別表に規定されている政務活助

費の使途項日を記職する。 (次の掛号の錮職でも可)(①田空研究費、の研修資、③要請
。陳付活動費、④会籠費、O資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報。広聴費.①人件費、

①事務・可:務所費)

年月日
整理

番・ほヽ
収入額 支出額 残額 内容 項 日 その他

218,24:

M・ 9.6 9‐ 1 V4,732 20よ 480 コピー臓使用将 ①

M・ 9,7 ,‐ 2 VO.344 19a li5 マルチカード(名 刺サイズ〕 ①

M.9,7 9‐3 V444 :91671 トイレ消奥剤・ トイレ掃除用品 ③

R4.9.9 9‐4 V2S,000 1?密 G↑ 1 人体費        令和1年 8月分) ①

M.軌 9 0お8 略i400 磁、271 人律費       命和4年8月分) ①

R4飢 12 9‐6 Y2.467 8監 804 水道代 (令和1年6月 10日 ～8月 9日 ) ①

阻 a13 9-? V8t SO電 ?監 300 電気代 (令和4年8月 1日 ～8月 3,日 ) ③

R4.飢 13 9う 8 H,100 73.900 魔経研聞代 (3月 分) ①

M.住 16 9‐9 V4,224 6軌 676 ゴミ処分費 (3月 分) ①

M。 駐26 9‐ 10 V6,398 6■ 2鶴 ①電話・FAX。 ネット使用料 (R4.7.1～ 7.30)

M.霊 27 ,お 1: Vユ・986 611847 ①住宅地目利用代 (3月 分)

R4駐 29 9‐ 12 VSS,000 S,347 夢務所・駐車場賀借樹 (10月 分) ①

月tt 0 207,894

吊計 ism mo 1l S34・ 6開 i34?

■

■
■
■
■
■

■

■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 信貴 良太

務所賃借料など)

2 「項日」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項日を記破する。 (次の番号の配載でも可)(①閥査研究費、②研修費、③要請
・陳情活助費.④会議費、①資料作成費、O資料購入費、①広報。広聴費、①人件費、
◎事務。事務所費)

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

St 847

R4.10.3 10,1 V4.400 947 直糧新聞代 (9月 分) ①

M.10.6 10… 2 Vl,232 -288 コピー機使用料 ①

M.10,7 795,000 7941715 政務活助費受け入れ

M.10.7 10‐3 V991800 805, 115 人件費 〈■■■■■B令和4年 9月分) ①

M.10,7 10‐4 Y41944 600,171 プリンターインク 3個 O

R4,10,7 10-5 W03 68航 463 トイレットベーパー・ティッシュ ①

R4. 10. 14 10‐3 V6,041 688t422 電気代 く令和4年9月 ′日～ 10月 2日 ) ③

R4.Iα  25 10‐7 V6.421 677,001 電踏・FAX・ ネット使用料 (R4.&I～ &31) ③

R4, 10,26 10-8 Y4,400 67ム 601 虚糧新聞代 (10月 分) O

R4,10,27 10‐ 9 Vl,986 87a665 饉宅地口利用代 (9月 分〉 O

R4, 10.27 10,10 V50,000 6〕4,665 事務所・駐車場費借料 (H用 分) ①

R4.10.28 10-11 V41224 610,411 ゴミ処分費 (9月 分) ①

月附 795,000 189,906

黒計 彦〕385,000 1,774,559 6101441
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・識員氏名 信貴 良太

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記職する。 (次の番号の記職でも可)(①田査研究費、②研修費、③要請
。陳情活動費.0会戯費、O資料作成費.⑥資科購入費、⑦広観・広聴費、③人件費、

①事務・事務所費)

年月日
整理

番号
収入傾 支出額 残額 内容 項 目 その他

610,441

M.H.7 11-1 Vl1 232 60飢 200 コピー機使用料 ③

M.H.10 11-2 Y98,300 S1014ω 人件費

―

令和4年 10月 分) ①

R4. 11. 10 II‐3 Vi・ 246 5091163 水道代 (令和4年 8月 10日 ～10月 II日 ) ③

R4.11. 14 ll‐4 V41986 504.22? 電気代 (令和4年 10月 3日 ～10月 31日 ) ③

R4.li 25 ■‐5 YG,408 197,319 電話・FAX,ネ ット使用料 (M.9,1～ 9,30) ③

M.‖ .28 11-6 Vl,986 4eS.888 俊宅抱田利用代 (10月 分) ④

M.H.28 il‐7 町1224 401.650 ①ゴミ処分費 (10月 分)

月計 2,38丘 000 118,782

黒針 2,38S1000 1・ 89■ 341 4011859

■ ■ ■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■■
■■
■■
■■
■
■
■■
■■
■■
■■
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称 e議員氏名  信貴 良太

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

401,659

R4す 12.1 12‐ 1 Y561000 43St 659 事務所・駐車娼賃借料 (12月 分) ①

R4, 12. 1 12-″ V4,400 431.259 菫経新聞代 (11月 分) ⑥

M.12,2 12‐ 3 Vit 750 42軌 800 アルカリ単I電池 ⑦

R4. 12,2 12-4 Y91120 4201389 インク代 ①

R4, 12.S 12-5 V3,004 4171885 コピー機使用料 ③

R4. 12.9 ,2‐ 6 Vi12, 112 305,2?3 人件費

―

令和4年‖月分) ①

R4. 12. 13 12‐7 Y51 187 300,086 電気代 (令和4年 11月 1日 ～‖月30日 ) ①

M,12.20 12‐8 V561000 244,086 事構所・駐車埒賃借料 (1月 分) ①

M.12.20 12‐9 V41224 239,862 ゴミ処分質 (11用 分) ③

M.12.26 12-10 Y6,392 2331470 電話・FAX'ネ ット使用料 (R4.10,1～ 10.31) ③

M.12.27 12-11 Vi,986 231.534 住宅地図利用代 (H用 分) ①

M。 12.28 12-12 Y4,400 227,134 虚催新聞代 (12月 分) ①

月計 0 264,S28

呂計 2,386.000 2,15186S 22T・  134

■ ■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

J

務所賃f昔料など)

2 「項日J欄には,堺市絡会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項日を記載する。 (次の番号の記織でも可)(①「月査研究費、②研修費,①要船

・陳情活動費、④会議費、O資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聰費.①人件費Ⅲ

③事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  信貴 良太

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

227,134

R5,1.6 1-1 Yl,232 226,902 コピー機使用料 ⑨

R5,1.10 Y795,000 1,020,902 1 攻務活動費受け入れ

R5,1.10 1-2 Yl,323 1,019,S′9 水道代 (令和4年 10月 12日 ～12月 8日 ) ⑨

R5,1.10 1-3 Y140,174 810,406 人件費

―

令和4年 12月 分) ③

R5.1.16 ユー4 ¥4,224 875,181 ゴミ処分費 (12月 分) ⑨

R5,1.17 1-5 平8,779 8むけ402 電気代 (令和4年 12月 1日 ～令和5年 1月 3日 ) ⑨

R5.1.25 1-6 Y6,392 800,010 電話・FAX・ ネット使用料 (R4.■ .1～ 11,30) ③

R5.1,25 1-7 ¥4,400 :8b転.810 産経新聞代 (1月 分) ⑥

R5.1.27 1-8 869,む ?4( ―¥1,936 住宅地図利用代 (12月 分) ③

R5,1.30 1-9 平394,979 45併 695 市政報告チラシ印刷・折込代 ⑦

R5.1.30 1-10 Y10,560 448,136 チラン印刷代 ⑦

月計 T081000 8,3,999

累計 3118儀細乃 !
.ヽ:ャ,!| !_.導

霊 8,13S I
rti, ィ.ェ .、 と■サ雪

■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

」 の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  信貴 良太

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、①人件費、

⑨事務・事務所費)

年月 日
理

号

整

番
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

448,135

R5 2 1 2-1 ¥56,000 392,135 事務所 。駐車場賃借料 (2月 分) ③

R5,2.6 2-2 ¥1,232 390,903 コピー機使用料 ③

R5 2. 10 2-3 ¥135,489 255,414 人件費

―

令和5年二月分) ③

R5,2.13 2-4 Y4,224 251,190 ゴミ処分費 (1月 分) ③

R5.2 22 2-5 ¥11,699 239,491 電気代 (令和5年 1月 4日 ～令和5年 1月 31日 ) ⑨

R5.2.27 2-6 ¥6,462 邪B,029ィ 電話 ,FAX・ ネット使用料 (R4.12.1～ 12.31) ⑨

R5,2.27 2-7 ¥1,936 231,093  . 住宅地図利用代 (1月 分) ③

月 計 0 2w・ 042-

累計 3,l,0.000 ! 91.9り httβ 7. ― 2aI,099‐  
―

■ ■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 。議員氏名  信貴 良太

の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
。陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月日
理

号

整

番
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

231,093

R5 3,3 3-1 Y56,000 175,093 事務所 1駐車場賃借料 (3月 分) ⑨

R5,3.6 3-2 平29,568 145,525 コピー機使用料 ③

R5,3.6 3-3 Y4,224 141,301 ゴミ処分費 (2月 分) ③

R5.3.6 3-4 Y4,400 136,901 度経新聞代 (2月 分) ⑥

R5,3.7 3-5 Y55,339 81,562 チラシポスティング代 ⑦

R5.3.8 3-6 平1571320 -75,758 チラシメール便代 ⑦

R5.3. 10 3-7 平116,800 -192, 558 人件費 抑 路 2月 加 ③

R5,3.10 3-8 Υl,323 -193,881 水道代 (令和4年 12月 9日 ～令和5年 2月 8日 ) ⑨

R5,3.13 3-9 Yll,348 -205,229 電気代 (令和5年 2月 1日 ～令和5年 2月 28日 ) ③

R5,3.27 3-10 ¥1,936 -2071 165 住宅地図利用代 (2月 分) ③

R5.3.27 3-11 Y6,649 -213,814 電話・FAX・ ネット使用料 (R5,1.1～ 1,31) ③

R5,3.29 3-12 Y56,000 -2691814 事務所 。駐車場貸借料 (4月 分) ③

月討 0 500,907

累計 3,1801000 3,449,814 -269, 814

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
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警 .::

繊 :

鞘
，

成 轡 ■ 日
T

和泉

令和 5年 3月 31日令不口3 Fli l o月 1日

囲その他 (派遣等E陣接用州 )

35 附孝,司 / 逝   (1日 7時間メ   5日  / 辺り

E政務濡助  盤政党活動  囲後援会,舌霊ナ,  日( )活動

□月額  日日額  ■時締

政務活動以外の新動が一部含む可能性もある為、按分率は 30%と する∈

参考様Ft第
'号

雇用状況報告馨

会,Rの名称 白曲民主党・市民クラブ  議員氏名 倍費 良太

■襲
',務

裟態をもとに葬定

(過勤務時間数) 35 踏問   「※備考欄参照 J

% 慶職務内容をもとに算定 ※ 下記参照

80

囲生計を一†としない1見族 ■第二帝 躍その他 (

(例外)L生 IIを一にする親族

(統檸i:   メf置 用理由 :

×雇用契約群またはそれに代わる辞類の写しを併せて提出すること今

※職務内容をもとに算定する場合の僚分率

触務内容 核分率

政務希動十後機会活動 1/2

政務活動十後援会ユr狩助 ヰ政党活動 1/メ t,

(11祀 以外の活動がある場合は、そυ)精動をむめて分母の数とする。)
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参考様式辮 2号

雇 用 契 約 帯

B性
TEI′

下記の条件で契約します。

令和元年 5月 1日  ′θゝら 令不H5年 4月 30周 まで

堺術開医野々井872-1
じぎ良太 事務所

ふりがな アと ′呵i  ナl  til

氏  名

Fフ

'ど

 住 所

大阪府和泉

雇用期間

就業場所

仕事内容 政務活動にかかる補助及び書類の作成

就業時間

(休憩時間)

午前 9 時 30分 から  午後 16 時 80分 まで

( 12B寺から13時の 生時間 )

休  日 土 。日・祝日

給与 (賃金) 踏給 :1000円   交通費 :500円

締り支払 毎月81日 締切り、翌月 10日 支払い

給与振込先 現金支給

に記契約期間満了をもって本契約を解消する。

契約書は 2題作成し、双方が各 1過を保管する。

駆用者

被鷹用者 ●

令和 1年 1月  11:I

花資 鉦太 俸
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参考林■携 も
'‐

t舞  幼  〕韓 (   2022   年 3 料 Ⅲ

飛名

労働貯問
ヨ

'1:||

始舞静

“

: 望第崎烈
基  本 崎rF)斜

償  背

1

16:3009:3G osteo

3 ,■ 09,30 16f30 OSiCOI

4 常

5

6 E

7 鵞

号

9 本

10 ■

11 ,

12 i

19 □

14 司

15 火

16

1' ント ユI:00 16:30 |,申Ⅲ●I

ユ8 往

19

20 「
】
“

21 A

22

23 OOt30 16:39 06100

24 ′オ【 09:30 16(30 OS100i

25 登

26 ・ .■■ ■ ||ァ ■|■―
11'|:|:■ 11

27

28 弓

29

30 アイ 09:こ 0 16Ⅲ 30 061001

31 ム 09(30 16i30 9C100

む計 41:30 O100

:1助 鶴敢 7 l・l

,建 これ ;

ぞ

017



■ィメ求す舞うⅢ

出 ) 持  (   2022   年 4 月 )

氏 心

勢豊協博む
口
〕 げ

"
始
=職

41 整空彎ア|

基  本 B寄 |お〕タト
r苗  考

1 金

2

3 【薦

4 月

!太

6 09,30 a6:30 06100

7 ホ 09:30 14:00 04:391

8 金

0 土

10 酪

11 月

12 火

13 水 09:30 16:30

14 09:30 16f30

16 食

15

17 tB
|,IIiオ |:||・ |■ ||||||!

18 月 ⅢⅢ
=|,lIIII■

|

19 火

20 本 09:30 16Ⅲ30

2a 不 09:30 16:30

22 ふ
車

23

24 中
博

25 潟

26 火

27 本 09:30 16:30

28

29

30 上

00i00

合計 40,30 0,00

出動偶
"嗽

7 自

:|ュ r,

F
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参考様i第 5号

と 均 滞  (   2022 局 )

先 名

狩椅埼器|

（樹 サ 自 鈴業時解, 終業靖Xl

基  本 a子 4114
備  考

ユ
一
■

2 月

3 火

4 水
■ ||― il ll■

5 ホ

6 食

′ ，エ :ii●
=Ⅲ

ll:|―

B 【【一一

9 月

10 火

1ユ ，本 09,30 16:30

12 ネ

13 釜

ユ4 十
一

15 E

16 月

17 火

18 水 00:30 16`30

19 本 09130 17:00

20

21

22 E

23 月

24 火

25 水 09Ⅲ 30 ユ6100

26 水 09:03 16!00

27 企
一ｉ
・■
■

23
|

29 S

30 月 に
31 火

出動日 5 隠

確認Fp

争
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勢考
'!ス

■弱 6路

出  身,  持    (     2022      ぞ
i: 6 ナ1)

ⅢⅢニ

管鋳持‖:

紺と, 祐策踏‖I 終責争キア:

基  承 締観外
1■  =

水 10130 i● 1ィ 鏑鞄弊矛||
16:30

2 本 09130 11100 ●■磐転|―■ !

3 空

4 ■
ト

6 働 |■■■1:!|||;||

6 鳥

7 火 14il,こli
8 水 09,30 え6:30 十■鞠 睡ⅢⅢ
9 木 0':30 16130 ,ii:1事斎聰鋳||||
10 金

虫ユ

12 一盛 ■|:,11二孝■―
|

19 窮 i■11上:tF● ||

14 火

16 ,〕k 09t30 16,80

生6 水

17 金

18 iill111:||:|||

19 選

20 月 |1音を,==毒|=||
21 火 |,■ |―|'Iユ↑■
22 本 09そ 30 16:30 1孝主||:謹E磯蝶tilr
23 宗 09130 五6i30 i拿≒lil和瞭螂撃事Ⅲ

1章 |ヽ1輩:灘||=|.1124 傘

25 土

26 い

27 用

|■■ittiデ,―2専 チ|く

■;螂 1111il― :

12:3029 本 09Ⅲ 30

■■1夏藝建工二―●30 ‡ 09130 ユ6139

―
常 :憩 t‐ヽ

|||■博 騨 |■ 0100合計

9 9tt,拗 癬求
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拳:4再 式第 5考

t■  i与  :奪    (     2922      年 ,l,

氏 名

テ鶴時的
観 鷲 日 驚桑時間 黎丈鞘 ,々

基  本 時間休
備  考

微 金

2 ■

3 嗣

4 月

5 rk

6 本 Oe!30 1 3tOO OS130

7 本 09:30 ユ6:30 06i00

8 金

9 主

10 rョ

11 月

12 火

ユ3 氷 09:30 16:30

14 本 09:30 よ6130 |― |■ 0毎

“

|

1も 金

16 主 |■i■||||||||

17 日

18 月 1郡И:ユ11■
19 火

20 水 09:30 ユこ130

2虫 ホ 1■i=||■

'■

■|

22 金 ■:|lil:!|■||li■ |

23 土 |■● III― ||||■ ■ |

24 樹

25 月 ■■:||:|■||!

25 太

2, 米

23 ホ

29 金

30 圭

3ユ 鋼

合計 29,30. 0100

出劫翔数 S 日

筆 iBFa
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今を1ヽTP式雰 S号

由 拗 縛  イ   ?o2を    無 9 月 ,

え 為

労働時騨〕
昭 日 始舞瞬‖) 筆箕崎,1

継 ,t 皓構l外
射  考

〕 月

Z 火

3 ネ 09t30 表6,30 08:備
―

4 本

5 強ど

6 れ
よ

7 B

3 月

9 火

10 本

雲ユ オ(

12 金

13 止

11 尉

IS 鳥

16 共

17 水 09,90 16!80 ‐ や蜘 ■
i

18 オく

i9 本

20

21 倒

?2 舟

23 大

2法 ネ 9,rao 表6ra0 OS輝0

25 末 09:30 16:30 06モ00

26 金

2'

23

29 翔

30 火

ふ31 OOt30 16:30 08鵞O

を計 3000 o:ao

滋勤磨故 6 B

通茸「

途
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参考様式第 1貯

※療用契約善またはそれに代わる書類の写しを併せて提脇すること。

※職務内容をもとに算定する場合の按分率

触務内容 校分率

政務活動半後援会活霞
',

と/2

政務活動十後援会活動+政党活動 1/3

(上記以外の活策
'Jが

ある場合は、その活動を含めて分母の数とするゥ)

雇用状況報告書

会派の名称 自曲民主党 し市民クラブ  議員氏名 信黄 良太

田

年 口 月 E日

大阪府堺

令不瞬2年 10メ,12‖ 命和ケ年3月 31H

■直接チ置用 □その他 (派遣等 )

35 時 F露将 / 週  (1日 7時間X  5B / 週)

□月額  □日額  ■時給 1000 円

■政務活動  騒政党活動  田後級会活動  口( )活動

■勁務実態をもとに算定

(週鋤務

“

寺問数のうち政務活動にかかる時間) 35 時間

(過勘務貯岡数) 35 時間  r※備考榊l参貴H」

80

% 回職務内容をもとに算定 ※下記参照

□生計を 'に しない親族 ■第二警 □その他 (

(例外)圏生計を一にする親族

(統柄 :   鷹用理由 :

)

)

政務活動以外の活動が一部含むH子能性もある為ェ按分率は 80%とする。
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参考様式第 2母

雇 用 契 約 審

契約書は 2通作成 し、双方が各 1通を保管する。

令和 2年  10月  12H

雇用者

被躍用者

ゲヽ
ジ́

ノ
勺 女 え人 魯

●

ふりがな 生 年 月 日

氏  名

“

酌 脅 口 H生

現 住 所

大阪府堺

T TEL

下記の条件で契約します。

雇用期間 令和2年 10月 12日 から 令和∫年3月 31日 まで

就業場所
堺市南区野々井872-1

じぎ良太 事務所

仕事内容 政務活動にかかる補勁及び書類の作成

摩ッと業時間

(休憩時間)

午前 9 時 00分 から  午後 5 時 00分 まで

( 12時から13時の 1時間 )

休   日 土 。日・祝日

時給 :1000円   交通費 :500円給与 (賃金)

給与支払 毎月 31日 締切り、翌月 10日 支払い

給与振込先 現金支給

上記契約期間満了をもって本契約を解消する。
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参考様式第 1'サ

大阪府堺市

※席用契約洋求たはそ才tに 代わる洋類の好しを併せて提出すること.

※職務内容を常)と に算定する場合げ)按分41

職務内容 按分率

政務活動 十後援会活動 | 〆
/2

政務活動 +後援会活動 +政党活動 1/3

(上 記以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数とする◆ )

一Ｔ

雇用状況報告書

会派げ)名 称 白I蜘 民主党・市民クラブ  議員氏名 信貴 良太

■政務活動  屋政党活動  コ後援会活動  B( )活動

■鋤務実態をモ)と に算定

Ш 卒 一 柳

(週勤務時間数) 35 時間  「※備を欄参照」

伍職務内容をもとに算定 ※下記参照

量生計を ‐にしない親族 ■第 二普 □その他 (

(例外)」 生|:「 を ・にする親族

(統柄 i   雇用理‖|:

政務活動以外の活動が ・部含む出r能‖もある為、按分率は 80%と する。

―
埼́癖4

氏`1名

生年打目

療用翔増
―

(幕騒翔始増,

令和 4年 10月 111 令れ1う 1卜 けナ,31日

療用影燃 ■直接層用 口その他 (派遣等 )

35 時間 / 迎  (1川 7時間X  5日  / 迎)

捜月額  日日額  ■時給 一
つ

80

%

議員と|の1即係

備1考
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参考様式第 2号

就業H寺 聞

(休憩時 P開弩)

1休  日

雇 用 契 約 馨

T TEL

大阪府堺市

下記の条件で契約します。

令和 4年 10月 11日  か ら 令奉H5年 3月 31日 まで

堺市南区野々井 872-1
しぎ良太 事務所

時給 :1050円   交通費 :500円

毎月31日締切 り、翌月 10日支拉、い

現金支給

上記契約期間満 了をもって本契約を解消する。

契約響は 2迦作成し、双方が各 1通 を保管する。

令和 4年  10月  1日

雇用者イぢ玄資′( 惨
■被犀lll青

ふりがな を佐  寄こ  ナ可  11

氏   名

現 住 所

雇用期間

就業場所

仕事内容 政務活動にかかる補BノJ及び書類の作成

午前  9 時 00分 から  午後  5 時 00分 まで

( 12時 か ら 13時の 1時間 )

土 。日・祝日

給与 (資金 )

給 与支払

給与振込先
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■■:予 丸再 S守

【帝

Ⅲ! 1ヽ  1脅   (    202倉      々 テ1,

失 盗

労笠時船I

η 録 争F,苺 婚解; 輩▼増舟
極  「よ 言今″ti舛

(■  考

1 09子 00 17100 07:00

ア`

3

17,004 09:OO 07:00

5

6 【】
】

7 窮 09:OO 17:00 07t00

171003 ノヽと 09:00 07:00

lSIOO 1 7to0 04:009 デイ

10 本

ia 金
承

00130 17100 06,30

12

a3 コ

14 月 09,30 1700 06:30

ユS 09子 00 iイ 00 07:00

本 13100 17,00 04tOO46

17

長 00:00 1700 07:0013

19

20 小
【“

1710021 Ｒ

′ ユユ:OO 06100

22 09:00 ]7:00 07:00

23 デk

24 衆

25 今
エ

09100 17100 07:00

26

7́

Z8 99f00舟 1▼ :00 07:OO

α9 火 09:00 ユ
'CO

0710C

30

3ユ

建常 97:90 0,CO

E功 群4 とも E

'FI:― 'I

静

027



参考猿式第5培

と 議 舞  (  2022 4

,え 4

力勧時騨Ⅲ康
【 孵 傷 始業時raη 終察崎クノ

'
基  本 時躊1外

備  考

1 金 09100 負8:00 08:00

2 止

3 霞

4 潟 09:00 19100 08i00 01100

5 火 09100 17:30 07:30

6 水

7 木

8 金 09100 17:00 07:00

9 止

10 Eユ

11 月 09:00 19100 08:00 01100

と2 火 09100 17100 07t00

13 永

14 木

15 金

16 上

17 臓

気8 月

19 火 1 lt00 a7100 06100

20 水

21 オミ

22 金 09:00 ユ′100 07:00

23 ４
一

24 園

25 月 09:00 17:00 07:00

26 火 09100 17100 07,00

27 水

28 ホ

29 金 a生 :00 17100 06100

30 主

31 日

合計 78:30 2iCO

出動回数 11 圏

韓認Fp

警
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サ考,,ヽ 第 5写

:i  ',1  ,|げ    (     2022      とエ 月 )

氏 名

労ltl」 時鵬
需 講1癬 音と業町勢 イキ:莞 ‖

=オ
I

塁 ネ

'寺

l瑚 夕ヽ
備  考

1

2 月 09,00 17100 07,00

火3

4 本

5 ホ

6 全 09:00 17:00 07:00

7 土

日8

9 月 11100 と7,00 06:00

10 火 09:00 22,00 08,00 01,00

11 水

12 ″く 11:00 ,7:00 06100

13 本
芝 09:00 17,00 07:00

14 キ

15 硼

16 月 09:00 19,00 08:00 01,00

17 火 09100 17〔00 07:00

よ8 水

19 不ヽ

20 金 09,00 17,00 07r00

2a

22 〔鷲

23 月 09:00 17:00 07:00

24 火 09:00 20!00 08100 02:00

25 水 16100 00100 07:00 深夜割増2:00舎 む

26 不

27 ▲
立 09:00 17i00 07:00

28 十
一

29 霞

30 用 09100 18100 08:00

31 火 09:00 00,30 08100 06:30 深夜割増2:30台 も`

合計 108,00 13:30

出効爾数 15 圏

確認印

燿
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■■携It第 5寄

:i`  I聯  所   1     2022      イ 6 員

梵名

労イ争,う 崎鵬
Fi 躍 自 始第略閣 整筆窃奇刻

基  本 04R器 外
1れ  共

1 水

? 八 12:00 21:Oo 10農80

3 令 09100

'3(00
03奪0 05i00 f歿 奮ウ輩 1(0つれ 1‐

4 エ
エ

3 〔鶴

6 月 09:CO 20100 |||1螂け| 02100

7 火 09,00 23,00 06100 j好 注削tPl 1 00命 ↓

3 水

9 ホ

10 金 09:00 22:00 .oatoo 0■ :00

生a 一
ホ

12 饉

ka 月 09:OO 19100 oaioo

14 火 09100 22100
:■ !lll螂 贈 |||´

| 04:00

1いぅ 水

16 本 09100 生9100 |■ 16n001 01100

11 金 09:00 20,00 108ね 011 02100

18 エ

19 〔臨

20 月 09:00 k″ !00 1騨,I
2B 火 09:00 i7100

22 水

23

24 金 10i00 17,00 06100

25

26 働

27 月 Oθ tOO 17:00 9■ね0

28 火 09:0(} 17(OO 0イOO

?O 水 13100 17:OO 04100

30 ガく

31

合計 110,00 24100

脱勤国数 15 需

′れ!Ⅲ Ⅲ I

玉
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労働鶴蘭暖 目 始歯時間 終無時別
基 本 時開外

備  考

生 金 09,00 17:00

2 止

3 日

4 ′1 09:00 19:00 01100

S 火 99幻 0 17:oo

C 水

7 未 10ね 0 21:00 02お0

8 識 09:00 I鞘9

9 ■

生O rョ

11 月 09100 2C!00 02,00

と2 火 09100 20]00 02:00

13 水

14 ホ

ib 金 09iOO 17:00

16 止

生7 自

18 月

と0 火 O儀00 20:00 02鶯C

20 水

21 木 09:00 生ヱ10o

22 金 09t" 13ね0

23 土

24 日

25 月 09:00 19100 01:00

26 火 09:90 17100

27 水 C9:00 21:Oo 03:00

23 木 09100 22!00 09:OO

29 金 O儀00 20100 02:00

39 主

31 固

出勤日 iC     日

お寺様武第 5彎

1豊  鋤  驚    (     2022      年 7 月 )

氏名

落海ゆ

轟
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李4'敬式第 5弓

嘉 動  辮  (   2022 息 え 〕

氏名

分鋤跨瞬一■ 躍 脅 強歳時鶴 黎夏時夕り
基  本 争|れ島ケk

:±  4

, 月 OOi00 17,00 07:00

2 火 09100 17:oo

3 水

4 不

5 全 09100 生7:00 07100

6 ｈ
エ

7 や
歳

3 月 09:OO 17:45 07145

9 火 09:00 17,00 07100

10 水

Iユ ネ

12 金 09:00 17100

往3

共4 一協

as 月

16 火 09!00 17:00 .●|や

“

や
17 ネ

獄8 本 09100 17:45 |:Iil建r朗簗主|

19 金 09100 17100 |●W,中
20 ■

一

2,

22 月 99100 ス7:45 07145

23 火 00,00 17:00 18't00

24 Pエ

25 ネ

26 金 09100 表7:00 87:00

21 れ

28 歳
】

29 ヂ
‐
l 13f00 17:00 04iOO

30 火 99:00 17100 O,i00

3a 水

合 計 97,15 OtOO

出勤霞軟 生4

|イl―
■!,,

ヽ
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みを様式お bF,

嵐 幼 籍  (   2022   年 9 チl'

,(名

労働時翻
４菊 駕 目 始菜時熾 終業時刻

基  本 性18翔外
舘i 考

, パ 盛3100 i7:00 .!O岬し

2 , 09:00 と7:00 ―iOttel

4

5 月 09100 17:00 |:|:0印
=,;

6 大 09100 17,00

7 水 13:00 17:00 ■Ⅲ榔時 |

8 水 09:00 17,00 .■lu鞭確|

9 命 09:00 17:00

10

11

12 月 09,00 17:00 ||||1響型■
Ⅲ3 大 09100 ユ7,00

|III■警鞭磋4111‐

14 .|■孝子:::=

15 ウエ 09100 17:00 111卸|
16 金 11:00 17:00

,7

18 いコ

19

20 大 11:00 ,7,00
―

|―榔 |―

21 13100 17:00 ||14頚弾贈甘|||

22 ホt 09100 17130
:■11:幹

"堀

貯|||「
T

23 金

24 上

2も い
日

26 月 09100 17:00 |■ ■學 1年 |

27 火 09:00 17:00 ■|1蜘■
―

28 水

29 本 09:00 17100 IⅢ111靱:||
30 命 09:00 ,7:00

‐|■|や雰撃:|

合計 OtOO

出動鶴教

1語。
'ノ

rP

酷
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参考様式第 5骨

出 勁 海  (   2022   年 10 潟 ,

氏名

謝 解 日 始葉時
'尋

終素崎刻
芳勤博r携ヨ

1馬  考
ユエ 木 崎翻外

1

2 出

3 月 09100 17:00 0,:00

4 火 09100 17100 07:00

6 水

6 本 09100 18100 08:00

7 金 09;00 17:00 0':OO

8

9 鍮
ｗ

10 月

11 火 09,00 17100 07100

12 氷 13,00 19:00 06:00

13 木 09:00 17:00 07:00

14 金

15 ホ

16 國

生7 月 09:00 17100 07:00

18 火 09,00 17100 07:00

19 水

20 六 09:00 17100 87:00

21 金 09:00 17100 07:00

22

2a 副

24 Я 09100 17100 07:00

25 火 11100 171o0 06,00

26 水

27 本 09,00 17100 07100

28 金 09100 17,00 07:00

29

30 爾

3生 月 09100 15100 06:00

合計 it0100 0100

出勤自数 16

訥汗 Fけ

轟

034



参芳様戯第 5号

出 勤 簿  (  2022   年 11 月 )

氏名

労働崎問
11 曜 日 始業時間 終業時刻

基 本 時間外
備  考

l 火 09100 17:Oo 07100

2 小

3 /・ヽ

4 金 09i00 18:30 08:00 00130

5

6 働

7 月 09100 17:00 07teO

8 火 09100 17,00 Oイ:00

9 水 09:00 17:00 07:00

10 末 09:OO 17100 07:00

11 金 09:00 15:00 06趙e

12 土

13 侵

14 月 09t00 17:00 07100

13 火 09,00 21:30 09100 03:30

16 ″ゝ
′

09:00 17100 07100i

17 木 気1130 17:00 05130

18 09:00 17:o0 07:00

と9

20 察
【

21 月 09:00 17:00 αれ00

22 火 07100 17:30 08:00 01:30

23 水

24 本 11:OO 17:00 06:00

25 命 09100 17100 07100

26 土

27 自

28 月 09100 17100 07:00

29 火

30 水

合計 118:30 5180

離勘働数 17 露

確認 印

l犠

035



参々線■舞5窮

',  

費み  薄    (     2022      Fェ 12 ん う

丘 名

―
鈴1露 始秦時間 業第雑カ

静短韓牌;

r歳   ,|
11 ォ 士

'|,ユ

タ:

4 木 09:00 17:oo 07100

2 雀 99100 17:00 07:oo

3 I

4 日

5 月 09,00 17:Oo 07100

6 れ
▲ 09:00 17100 071oo

7 デト 09100 i7:Oo 07:00

6 オ 09:00 ユ7:00 07:Oo

9 盗 09:00 18:00 08:00

10 止

11 Fを

12 角 09100 17:00 07:oo

13 火 09:00 17:30 07:30

14 水 09:00 17100 07:oo

15 メミ 09:00 i8100 0800

16 金 09:00 18100 08t00

負7 と

18 日

19 月 09,00 17:30 07:30

?0 火 09:OO 19,30 08100 Clli3Cl

21 ↓
竹 09:00 17:00 07:00

22 ホ 09:00 18,00 08:00

23 金 09:00 17`00 07:00

?4

25 ４い
い

26 痔 09,00 17100 0710o

27 火 09,00 171oo 07:00

28 Ⅲヽ 09,00 18:00 08:00

29 末 09:00 13:00 08:00

30 全

Эユ ■

会十1 155:00 生:30

空財壺数 21 難

0
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,=Iよ !ヽ ≠ら!

ィi r, 1身   ! 2デ 3 ″|

「キ与

▼|'ィ穂獨|:"|
11 ら:||!|! 少ri工 時開 終■時剤

挙  オ 41r毒 4
士手   チ

|

●IIIII::!|!‐ |li―
:il‐ :,|||||.

∵i茸|lr七■ |

|■ |′:|ニユii
サヽ !||1攀守士ゴ菅与|

0〔:100 20〔00
i!洋鞠襲勢■|| oa:oo

6 を
出 09:00 17:00

3

10 09:00 17100

I: :3:00 :7〔00

a2 11:00 171011

13 C,tOO 19ィ 00 ()1:Ol｀

,4 iFi離滋葬,療||
〕ゝ

生も 09〔 00 17:30

il' 09100 ||||:報鐵馳1井■17100

ナ} l i100 17:SO ||:毎I騨観彎Wi=|.

||う 09:r,0 19:00 01,00 1

20 09:00 17:00 :|々∬建鱒寃
=1兵

:

Zi

2?

?3 09:30 23100 04130 ,平 ″河瑠1,004ギデ

011:00 17:、90

?rヽ 1,:00 17:30

2S 99iOO 20130 ('″ :!ち 0

:上

=縄
魏:|

77 l〕 9:()0 17:30

?B

2' 令摩 と〕100 20100 、、ィ

30 0,:OC 18:00 (

:11 0(,100 ?3(30 |■生!郡!ィ

|
けうi30 lriィ井そⅢⅢ,言 : : 3011 tl

舎五| オSi80.

:I;'4巨 ,タ 2●'

サ
'1,「 Ⅲ

密
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歩44■熔も弓

i 摯 歳  `   Z923   4

氏 名

儀 稲 撥 4々舞眸観 終箕特文1

ⅢⅢや身:持 r守
!

■  ■
基  な

'■

十
':,/サ

I

1 水 13,00 20100

′く 09f00 17100

, 09rOO 17:00

1

ら

6 舟 09:00 17100

″ 09:OO 17:oO 1手 ,予il
f争

オ
t■ |

3 13(00 20:00

q
赤| 09:00 18:00

tO 金 09100 17fOO

ia

12 田

13 臓
″ 09:00 17:00

14 09,00 17,00

生=o グk 12100 気9:CO

16 /ヤヽ 09:00 17:00

17 金 09:00 17:00

欠S

19 生l

?0 お
一 09:00 17:00

21 ノ( 09100 17:00

Z? 水 永3:00 20!00

?3 本

?4 09,00 17:00

?5

26 日

2r 癬 09:00 17:00

ぞ8 09100 共7:00

合il

'1勤

国救 19 ll

'1,ィ
11'

=
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管理費i催普

(議員名)

鶏 薪名 じざ 良人事務所

聴 ″菖

T590--0155

堺常南医野々井 872-1
T,1フ 072 (284)2000

兼用0有無

働自宅 ,々事務所 ■専用1事務所 (賛佼借契約先

一□私的使用1

他用途との漿用

臓 イl・
→

■ 無

回後援会事務所

閣政党話塑J事務所

回会社等 (関係団体 )

約33.00 浦
傑善料|

月額    70,0001】 l

(正女務活動費充当額   56,000 出)

80%

(次のいずオ1かの説明方法を選択 )

E使用障i積による  使ナHtti積

回使用時間による  ,1
33.00∬ /延べ lrfi積 (n下 )

時間のうち    時Wi

事務所開逮経費

後分此黙など

維持管理

経費

■電気代・・・80%  H水 道代 。・・80%
Eガス代・・ ,80%  ■固定電話代・・・80%
■その他 (イ ンターネット・コピーリース・事務用品など)・ ・・80%

燃車l場

賃借料

%

月額

(政務活動費充当額

1刊

|.ll)

〔所在地〕

所若区分
電4i計を ・にしない親族  H第 二者  囲その他 (

※議員と貸よの関係は,生計を ‐にしていないととを条件とする。

)

締  を
駐革場賃件準|は家賃に含む

その他の活動が全くなしと 〉ヽ言い切球
′
1な いため按分率は 80%にする。

参考様式第 お号

事務所 (使用)状況報告書

会派の名称・議1‐l氏 名 常貴 良大

信 質 良太

る場合は、営貸紺契約群また|まそれに代わる韓類の写しを併せて提出すること争※事務所・環l市場を賛借す
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建物賃貸借契約審 (事業用)

禽jl馬 i瀬轟島罷ぞ議 岳I亀サ
、賃l脅人 良丈

亀物策資l審契約 (以 下「ホ奥約テと

1孫 理

キ盟入開‐施正佐擦, 内外幾韓 魂獣旗し、 内装仕上げl森主
負担、艇 冴段備・厨房散綺備盛!猟担篤二 等

Tす属繊申……
''排

水繊常、冷暖房散鶯.エアコン、瞬瞬段機、 トィレ 照明
爆典, 告彙十「秘一貧、クレーン、OOo強椴腱0-式 Ⅲ

■備 厳貨付喜脳 評
… 雲と車 場 ,す 黛 . 自幡荘置場、的殿,専用廊、施隠 攀

所 在 地 大政府堺市薄賦野々井畠?2-1

往 膳 表 示 岡    上

森 雄 帯 考 872-1 建物徹類

路 拘 名 称 雄声番号

犠盈鉄骨造  スレートを  平屋連連棟ガレ…ジの一部構   逮

(共門造  …声施  長ゑ建  その他

驚 面 積 約33 0o∬  (約 lo坪 )

施 I仕 様
1ユ と、締排水下水及びトィ♭́監修ほ甲の負担.

付 属 段 偽 `空B設備・蛍光灯照明・換気扇・ トィレ

付 脳 歯 駿 隣損」徹に善過乗用輩4台・軽自動獅(1台の魅車着

`ぅ

付 記 事 項

040



セ,

保 金

H.契約条項

(目 的および用途)

第 1楽 甲はその所有する標記物件 (以下「本物件Jと ぃぅぅ)を、大項た規定する
用途に供することを自的として乙に質安し、乙はこれを賃借することを約すふt2乙は、本物件を  事務所       として賃皓捜用するものとし、それ
以外の目的,こ使用してはならないさ

(費貴借鶏蘭)

第2条 賀負借剤関は、凛記のとおりとする。
2特別な事象が生じなく、解約の意患がなly｀ 場合は、更新の手続きをしなくて

も自動的に本契約を更新することができる。
(賃 料 等)

第3条 資料および共益費は、標紀のとおりとする。
2乙の支払う共養費は、本物件の共用部分および共用施設の維持管理に必要な
費用た充婆される:

3乙は、翌月分の資料および共養費をそれぞれの消費税を加算し、毎月末日ま
でに甲方に持参して支弘うか。または等の指定する標隠の金融機関口座へ標込
みにより支払うものとする。

ただし,振込みにかかる費用はるの負担とする。
4 1ヶ月に消たない資料等は、 lヶ月を30日 として日寄llり ど十算する。
5甲および乙は、土地または建物に対するれ税その他の公繰の負担の増滅によ
り、土地または建義の価オとの上昇もしくは低下その他の経済変動により、また
は近傍類似の建勤の質料等に比較して資料力1下構当となったとき、ぁるい歓継
待管理費の増減Iこより共養費カイォ覆当となったときは、相手方に対し、賃料等
の増滅を驚球することができるものとする。

(保 藍 金)

第4条 乙は、保筵金として標記金額を甲1こ 蹟耗する。
2本契約が終了し、乙がな物件を完全に明サ渡しi襲した場合には、甲は蓮や
かに前項により受託した保艇金から擦紀の夕奉約時控除金を控除した金銀を無利
患で乙へ返還するものとする。

ただし、乙に賃料等の滞猫、機書の藩償その他本契約から生じたもので既に
震行鶏の到来した侵務等がある鶴合は、甲は、檬罐解約時機降金とは劇途に、
働時に対等額で篠寵保証金をこれらの償務に充当することができる。この場合
tFま、甲はその内沢を乙に明示しなければならない。

13,
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7

て代表者、所鷺

本人

I名

振込による場合

登  普通 。当座

す

借主との関係

二年   月間とする

支 払 い 方 法

現金持参または嶺込
による方法により、

毎月末日までに翌月
分を売払捺する。

商号・名称・曽業種目・職業
氏   名

額金

7o,o00 周

円

月

住  所

氏   名

職   乗

l日 より

31日 まで

6月

5月

平碇27年

平成 2S年

始 期

終 翔

策  科

共 養 費

保

質 食 人

警 理 人

q上
名 ・ イ(表 者 )

賃 借 入

(本 人Ⅲ

・社長など

(2)人

く多人数の鵜合
その色徽

OЭ名毎亀角

連書保艇人

O,



_ ___  |`二 とミ

理労質資をメカ o(与婁角)

〇
ヽ
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3乙は、本契牟で,)研問ぬにもいて、賃料その他の債務と保護金とを相殺すること
はできない。

4乙は,この保艇金にかかる還選第求権を第三者に譲渡し、または保群_金 を他
の領訪の担保

'こ

供してはならないぅ
て本搬 内の適作等)

第5条 乙は、本物枠内について第1条第2項の使用目的のため内装および設館工事
等施工するときは、仕機・ェ程等につき事納に甲の書面による承諾を得た後に,

自らの責任と費用負機のもとに実蒐することができる.

ただし、この場合施工業者については,甲および乙の双方が協識のうえ決定
する。

?乙
'嵐

,ウ現の工事を実施するときは周辺の第二者に損害・送慈簿を及ぼすこ
とのないょぅ注意して施Iするものとし、当該ェ事によって、本物件を雲損ま
たは減失せしめたときは直ちに甲(通如すると共にその機魯

‐
を触横せねばなら

ず、また,第三者から異擁苦情等の申出があったときはるの責任と負担におい
て速やかにこれを解決しなければならないぅ

(級偏・遺作簿の変更)

第6粂 乙がネ物件の内外携設備・仕様また,工前条により乙が施工した進作を下記の
各号に定めることの他、数遺、除去、変更するなど現状を友ヽ更しようとすると
きは、あらかじめ甲に仕様書、縦針図.請負業者癌を提出し、書面による承講
を得た、ア,ち ,こ議手しなければならなlv】 。
(D 本物俸内の造作、間仕切、建兵等の新麹設または模機誓ぇ
Q)徳灯の新増設、移設、電話の引込架線、おょびその絶けつ護備の新増設、

移転、/交x等

弔

' 4物
体の界面 (1選 入園簾、憲ガラス、シャッター等を含む)でレつ商号、

商標、その他の表示

2賄項のェ事に要する費用は、乙の負担とする。
(修 理 等)

籍7条 本物件の星根,柱、壁、梁、床等主要騰造部の維持保全Iこ必要な修I甲は甲の
魚担とする。

2 本物件内の登・敬皇具襲、整商・天チⅢ
`′

‐
夕騨R、 フ需ァシート ガラヱ、照明

器具、てり他行畠品寺の,観耗,こ よる修理は乙の負担とする弁
3 厨酵縦的, トィレ、冷曖房織.給湯器、換気扇、給鉾水設鸞、付層篤健抜設備

“

)

等付鶴設備が、故意・過失1こ より修理、取換えの必要な場台は、乙F,負担とす
る。

■ 乙は、本物件につき修構を必要とする苗所を,と見したときには、遺やかに甲
に通知しなければならない。

5 乙は、事物作およ′鵡 遺作畿養の修理を自らの負連において実施する
'3合

で
あつても、その修理方法についてはぁらかじめ甲の書面によう承構を得なけれ
ばならない,

(免  責)

第8条 準震、火災、風水害等の災密、盗難その他不可抗力と認められる事攻、また
は甲 'るの費によらなしヽ電気、ガス、織排水等の設備の技麟によって生じた雫
またはるの機暮について、FF表たは乙は互い:こ その資を負わないものとするぅ

(遵
―

第9条 乙は、善良なる管理者の注意をもって本物件およびホ物伴建物内のa番設備を
使用しなければならず、また、乙の普葉活動にかかり、近隣居住着等筵送感と
なるような一切の行為をしてはならない。

(乙の届鶴義務)

郷10条 乙または逮構保護人は、次の各号の―に該当するときは、と占ちに書函により

甲に届け出なければなうない。

(ゆ  乙の生所、商号、営業種目、組織、代表者に変更が生じたとき
(2)乙または連帯保証人が、成年横後見人、披保住人、機構勁人の宜缶を受

けたとき、または連帯際誕人が職産したとき

O)標紀に記載した入居者に変更のあるとき

(a 乙または連韓保誕人が死亡したとき

6)1カ月以上にわたり不在する場合,こおける不荘期間および漣籍先

裕)な物伴を毀換または滅失したとき

1冷  出入日の発を紛失したとき若しくiま取り善えるとき

(許可が必要な事項)

第嶺I央 乙は、次の各号の一に該当する行為をしようとすもときは、あらかじめ甲の

書面による承藩を得なけオ打ばならない,

(1)大型金策、大_毛
'競

庫 ‐ロッカー、機械設備韓重滋物の機入据l、すtす得をす
心とき

9)弗 5柔 (ホ物件内の滝作等)またIま第s楽 (設鯨 遣梓等の変更)に該

当する行為をとようとするとき



よ歩女黛攀 子lt(手 真環
'

(禁止硼

第12粂 乙は、次の書号の一に該当する行為を行ってはならない。

(2) 第二I条 (洋可が必要な事項)のいずれか一iこ逮反したとき
(3Ⅲ  弟12条 〔祭ェと事項)のいずれか―iこ違更したとき
(4) 第13条 て第二者周居の策雄)、つ綾 に逢反したとき
(3) 反社会的巣節 (暴力餞l、 過散な集爾等)の興係著であることが科明と̀、

またはこれら,〉団体に加躍したとき

(6) その他本笑持に関し重大な義携違反力雪あったとき
(契約の終了)

第IS条 次の各号の―に敏当することがあったときは、本契約1ま終了するものとし、
その結果生じた換害について、甲乙権互t根書盤機の請求をしない.

(1)天災地変、火災その他甲およびるのいずれの資に籍すことのできない事
苗により本物俸の全部または一部力t減失もしくは鍛損して本物件の使用が
今停〕能になったとき。

9)法令または条

"の
施行もしくは公権力の行使、関係富庁の指喜等iこよる

輸 杵の収用、取り払い、使用禁1と等の事由が発生したとせ。
(鶏踊内解約)

第r粂 乙が、本英約を解除しようとするときは、解約日の_1カ月前までに甲に帯
面で手告しなければならない。

ただし、乙は,予告に代えて賃料および共基費′ブつ_1カ月分線当額を支払しさ
即再も森約することができる。

(明 渡 し)

第18条 乙は、孝喪約終了と同時に、本物任を甲に明け渡さなければならない。この
場合において、乙は本駒件に付加した設常等を自己の費用をもって除芸し、通
常の使用に伴い生じた本物件の機能を除き、本物件を原状に回復しなければな
らない。

2乙は、明渡しに議し、乙の費用で本俸建物に付打Eした一切の造作について,

甲にその買取りを路求することはできない,

9乙は、り,波しに際し、移燃 |ヽ,立退き料等名目の知何を開わず甲:こ対し、一
切の金錢韓求をすることはできないぅ

こ 乙1茂、明渡しが遅滞したときには、甲に対し、遅滞日数分の資料および共益
策の権盗三48当鎮を損害企として支払うなけれlまアょらない。

(逮帯保整人)

第19条 様紀連書保疑人は、本契約,こ基づく乙の一切め僚務につき乙と連帯して艇行
の資を負うぉ

守)

０

０

０

０

本物件の全部または一部について賛借権を譲渡すること
本物枠の′堂郡また,ま一部を第二着手こ転食すること
本的件において危険な行為、近隣に述感となる行為を行うこと
本物件において大、盛等動物の飼育をすること

〇
卜
ω

(第三者再居の禁上L〕

第13粂 乙は、甲の書面による事ntの承諾を得なし再で、本梅得た憾配麓歳の者以外の
第三者を同居させまたは使用きせ或いは第=者の名義を表示してはならない。(鑢 働

第14森 中または単指定の答理入その他甲の灯だする者は、本物件建鶴の保全、蕉生、
防犯、磁兆 救類その他鞘 俸驚鋳― 上必要があると露めたときはぃって
も、乙に通知して本物件に立ち入り、これを点検し追童の措置を路じることが
できる。

2 腕 の規定にかかゎら工 非常の場合iこおいては、乙に対する適蜘はくして
前項の行為を行うことができるが,この場合甲は事後速やかに乙に報告するも
のとする。

3 本契約終了後にもとヽてな物棒を質倦ちょぅとする者又は本物件を強り受けよう
とする者が下見をするとき駐、甲及びT見をする者は、ぁらかじめLの承磨を
得て、本物俸内tこ 立ち入ることができる.

4 前三凍の場合、るは好督の措置に協力しなければならない。
戦 騨

第15条 中は、乙が次に掲げる義務とこ逮戻した嶋合において、甲が箱当の鶏問を定めて
当践豪務の履行をlt促 した,こ もかかゎらずkその翔鶴内に当敏整務が履行され
ないときは、本英約を癖除することができる.

(1) 第3条の資料等の支払競務
(2) 乙Tジ故意又は過失により必要になった修繕に要する費用の負神_義務3 守4は、乙が次に掲げる義務iこ達

「
又した婦合において、当該壌務連更によ,本契約を

盤擦することが田撻モぁるとこBめ られるに至ったときは、本笑各tを解際することが
できる。

(1〕  郷ュ条の使鞘目的,こ逢良
~し

たとき

俗,



亀恢 負脅―   (事 象驚)

０

卜
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2乙は、連帝保証人につき無資力.死亡等資格要持を久く,こ至ったときには、
甲の認める色の進搬 艇人を付すものとする。

(盤  翔)

第90条 本物件におサる電気、ガス,上下水道、遠活等の使用については、乙が壼催
当族事業者と契約を補結する穂のとするr

(消 費 3と)

窮21条 乙は、第3条に定める賛科おょび共益費、第4条第2項の解約時控除金毛よび
第 18条第■項の損害金について、消費税としてそれらの5%鵜当額を負担する
ものとする。

なる、解約時控除金に関する卓蔚舞税は、とは,本翼識補緒詩に燃紀の保証橙
と共に、甲に支払う歳)のとするこ

(協
―

弟22条 本契約に定めがない事項1または本契約条項に解れ との愛接が生じた軽 ,こ

ついては,甲および乙が、民巌その他関孫法規およて然 動産取引の慣行に従い
議ををもって協義し、解決するものとする。

(特約条め

第23条 下記条項のとおりとする。

(9,



建傍衰策を真樽喜 (事序_晦 ,
以 上

るため本書こ違を作成し、甲、乙署名捺印の上、を保有する。

27 年  5月  1日

(策貸人)住 斑 去ヽ剛期         _二 _́_

氏 名

乙 (策借人)住

氏 名___筵._点 .…

遂帯保症人  往 斑.然題魔露          マー……二|_……__二

氏

五A愈…
〇
ヽ
９

この英泰,書は、宅地麓物取引業法第37条に定められてぃる書面を兼ねています。

猟t分業者 免 静 番 号
事 務 所 所 在 地
商  号 (名称)

簿 欝

氏  名

(10)

(H〉




